
監査法人トーマツにて上場会社級の非上場会社オーナーファミリーの事業承継
対策に従事。2009年、名古屋で唯一の相続専門税理士法人を設立し、富裕層に
対する不動産・財産コンサルティング、オーナー社長への事業承継コンサルティン
グを中心に業務を展開。税理士の枠を超えたコンサルティングには定評がある。 
一般社団法人全国相続鑑定協会理事。

木下 勇人 講師
税理士法人ファルベ不動産　代表税理士

セミナー内容
○決算書から相続・事業承継対策を発想する
○ケーススタディ① 不動産法人化の提案書
　・法人化のメリットを享受できる所得規模の検証
　・法人化の節税メリットと弱点
　・法人設立にあたっての留意点
　・収益物件（建物）をどのように法人へ移転するか
　・法人から個人へ、いくら地代を払うか？
　・法人設立の留意点（利用する会社形態）
○ケーススタディ② 遺産分割等の提案書
　・小規模宅地の特例の適用＆債務相続
　・公正証書遺言＆死亡保険金
○ケーススタディ③ 生命保険の提案
　・法人保険（長期平準定期）を利用した退職金準備
　・退職金代わりに生命保険を現物支給（勇退退職）
　・被保険者の退職後に継続加入することの可否
　・被相続人（父）が会社に貸し付けていた事業用不動産の買取り
　・連帯保証債務に対する不安解消策

日  時 2017年10月27日（金）
17：00～20：00（開場16：30）

参加費 無料

会  場
TKP名駅桜通口カンファレンスセンター
(旧：TKPガーデンシティPREMIUM名駅桜通口)
カンファレンスルーム3F
愛知県名古屋市中村区名駅3-13-5名古屋ダイヤビル3号館

懇親会

セミナー終了後に講師を囲んでの懇親会(任意)を開催いたします。

懇親会参加費 別途　５,４００円(税込)
※事前精算となります
※税理士・会計士のみのご参加となっております。

名古屋
無料

株式会社エフケイ 協賛セミナー

URL inspireconsulting.co.jp/?p=14515

法人の顧問先のほとんどが同族・オーナー企業であること
から考えても、相続・事業承継対策を提案することは本来
容易であるはずなのに、顧問先に何も提案していないこと
が多いはずです。
例えば、個人で不動産を所有している場合、相続のことを
考えれば、早く法人所有に移した方が有利なのは明白です。
また、生命保険の加入。単純な利益繰延べの保険だけでは
なく、将来的な相続・事業承継を考えると必須のはずです
が、そこまで考えて保険提案をしている会計事務所は少な
いでしょう。
本セミナーでは、法人顧問中心の会計事務所が、効果的に
相続・事業承継対策を提案するノウハウを、実際の提案書
などを参考にしながら、詳しく学んでいただきます。
講師は、税理士法人ファルベ不動産・木下勇人税理士。
講義内容や公開する提案書は、机上の空論ではなく、
木下税理士が実際に顧問先に提案しているもの。
法人顧問中心の会計事務所だからこそ、オーナー社長に対
して相続・事業承継対策を提案できるのです。
その具体的内容を知っていただきたいと思います。
ぜひ、ご受講ください！

相続・事業承継に着目はしているが、
具体的にどう提案していいのかわからない…

法人顧問中心の会計事務所が
相続・事業承継対策を効果的に提案する方法

 03-5422-6166
info@kachiel.jp kachiel.jp

03-5422-6992TEL
mail

FAX
URL

〒108-0074
東京都港区高輪3-25-23
京急第２ビル　６階

株式会社 KACHIEL

事務所名

懇親会 参加　・　不参加
※税理士の方のみ

申込者名

電話番号

メール
アドレス

ご住所

懇親会
お支払い方法

銀行振込

フリガナ

＠
メールにて決済の詳細をお送りしております。必ずご記入下さい。

※弊社HPよりクレカ決済が可能です
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※お申込み頂きました方の個人情報につきましては、（株）KACHIEL（InspireConsulting）・株式会社エフケイからの
　商品やサービスの情報提供を目的としてご利用させて頂きます。

FAX停止希望の方はこちらにチェックをいれてください
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